






2010.12.26 私たちの望む医療的ケア

・ 心身障害児総合医療療育センター
重症心身障害児者施設 むらさき愛育園長

・ おもに外来での超重症児者の診療

・ 特別支援学校、地域通所施設の、「医療的ケア」指導医

・ 日本小児神経学会 社会活動委員会 副委員長

*＜在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的
整理に関する研究会＞ （平成16-１7年） 委員

医療的ケアにおける、「専門性」、「関係性」、
「個別性」、「習熟性」

北住映二（小児科医）

施設･病院 → 在宅へ

在宅医療の進歩普及

医療的ケアを要する児童の増加

横浜、大阪、東京などでの、教員に
よる医療的ケアの実践と、実績

文科省による実践研究
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検診での話し合いの結果、『最適な状態で教育を
受けるためには、教育の一環として吸引を行う必要
がある』ということになった。

今までは、痰がたまってくると、娘は授業へ集中で
きなかった。現在は、痰がからむと、先生が『○○ち
ゃん吸引する？』と問いかけ、娘の表情から『ハイ』
のサインを読みとってから吸引を行い、呼吸が楽にな
ってくると、『○○ちゃんすっきりして良かったね』と声
かけする方法で行っている。

こうして、医療的ケアを通しても、学習の課題であ
る要求とか、ハイ、イイエの表出を学んでいる。

（医療と教育研究会事務局編、『新たな教育・医療・
福祉の連携を目指して』1999より）

「自分から表現する力が弱い子ども達と接する私たち

にとって、０歳からの発達を細かく見る力は子ども達へ

の理解と共感を広げました。そして今、医療的な知識

や医療的なケアができる力は、更に子どもに対する理

解を広げ、子どもと関われる場面を増やしてくれました。

重症児のケアは、重症児の教育において、子どもが大

人への志向性を高めるというだけでなく、教師が子ども

への愛情を形成する基本になるものだと、あらためて思

いました。私は、医療的ケアができるようになった結果、

子ども達とより深く広く明るく接することができるようにな

りました。このことがとてもうれしいと思います。」

（養護学校教員Aさんの文章ー医療と教育研究会 研究集録）
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厚労省「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律
学的整理に関する研究会」 第８回（平成16年12月1日）
北住映二提出資料より 一部改変



３．「家族がおこなっている」ことの意味
①「家族でもできる」ということ（略）
②「家族だからできる」ということ
医療的ケアを実施する場合に、そのケアの仕方や、それに関連する
ことの判断や対処の仕方は、それぞれの子どもの状態に応じて、判
断や方法（こつ）、慣れが必要です。医師や看護婦よりも、日常的な
かかわりが深くその子のことを良く理解し信頼関係も深い家族のほ
うが、上手に適切に、医療的・看護的な対処、医療的ケアができて
いることが、しばしばあります。家族だからこそできている、その子と
の日常的な関係が深い人の方が、医療専門スタッフよりも適切に医
療的な対応ができている、すなわち、「関係性が専門性を超える」
状況がしばしばあるのです。これは家族にとどまらず、担当教員、施
設職員など、その子との関係が深い人がかかわる場合も共通して
います。ただし、このことは、専門スタッフの必要性を否定するもの
ではありません。（後略）
③「家族ならできる」ということ（略）

北住映二「問題の解決に向けて」 （下川和洋編著『医療的ケアっ
て大変なことなの？』 平成１２年６月ぶどう社刊） より
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厚労省「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関
する研究会」 第８回（平成16年12月1日） 北住映二提出資料より 一部追加、改変
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鼻から１５ｃｍ挿入した
チューブが、梨状窩の底
に突き当たっている

（１６ 歳、体重 １８ｋｇ）

「オエッ」という吐気
（えづき）が出る

１５ｃ ｍ

・鼻からの吸引は13cmまで教員も可

・注入中～注入１５分以内は鼻から
の吸引は避ける（この時間で必要
な時は看護師が吸引）

・口からは１１ｃ ｍ入ると咽頭後壁
に当たり「えづき」が出ることあり
→  口からは７～８ｃｍまで

注入中～１５分以内でも教員も可
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気管切開からの合理的な吸引

・初めから吸引圧をかけながら吸引

・吸引圧は２０ ｋPa（１５０ｍｍHg）を原則とする
が、４０ kPaまで上げて良い

・吸引チューブを入れる適正な深さ（長さ）を、ケース毎に決める

・リスクの少ない吸引はカニューレ内

・カニューレ内か、カニューレよりかなり奥まで入れ
るかにより、質的な違いがあり、手技は異なる

カニューレ内の吸引

カニューレより奥の気管の吸引

・吸引圧は２０ ｋPa（１５０ｍｍHg）
・カニューレの先端の形状がより安全で、軟らかい材質の吸引
チューブを使用

・あらかじめ決めてある深さまで挿入してから吸引圧をかける
・気管分岐部直前までの吸引になるべくとどめる

気管切開からの合理的な吸引 2
同じ種類と長さの気管カニューレ（本人に使った古いカニューレ）に
吸引チューブを入れて、カニューレ入口から先端までの吸引チュー
ブの入る長さを実測しておく。

リスクのない吸引はこの長さ （深さ）まで
だが、カニューレ先端より少し先にある分
泌物を有効に吸引するためには、この長
さ ＋０．５ ～１．０ｃｍとしておくことが必要
なケースもある。
カテーテル先端近くに肉芽や狭窄がある
場合は、慎重に判断する。
定期的な内視鏡検査が望ましい。
もっと奥までの吸引が日常的に必要な例
もある。

気管カニューレと吸引チューブ
の関係のシミュレーション写真

在宅でヘルパー等に認められている範囲は気管カニューレ内であ
るが、必要性がありかつ気管等の状態の確認や安全性が確保でき
る方法が確認され実施される場合には、この範囲を越えた吸引も認
められるべき。
必要性やリスクの個別性を尊重した対応が必要。
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特定性

個別性

ケアの種類・内容（例：吸引の深さ）、必要な条件（研修・手続きな
ど）はそのケアがこの図のどこに位置し、どのような関係性の中で
行われるかによって、異なって良く、柔軟に考えられるべきである。
これらを包括的に視野に入れた、法的枠組みの整理、制度的な
支えが必要。
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「医療的ケア」を、「医行為」の桎梏・「医行為である」とい
うことによる不必要な縛りから、放つことが必要。
「違法性の阻却」論から次のステップへの脱却が必要。

しかし、「生活行為」と言い切ることには違和感がある。
「生活行為」としてしまった場合の弊害はあり得る。

ケアの担い手を拡げられ、かつ、ケア（支援）の総体的な
質（直接的な医療的ケアだけでない基本的ケアも含め）が
保たれるように、一定の条件のもとで可能な「医療的な要
素を持つ生活支援行為」として、「医行為」の制限からは
外した新たなカテゴリーの中で、柔軟な在り方（内容や実
施者の条件など）を検討するのが望ましいのではないか。

「専門性」と「関係性」を基本軸とした、現実的で柔軟な枠
組みが必要。
「新たなカテゴリー」のための新たな資格は必要でない。
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特定性

個別性

ケアの種類・内容（例：吸引の深さ）、必要な条件（研修・手続きなど）
はそのケアがこの図のどこに位置し、どのような関係性の中で行われ
るかによって、異なって良く、柔軟に考えられるべきである。これらを
包括的に視野に入れた法的枠組みの整理、制度的な支えが必要。

錘つきチューブを、X線透視しながら空腸に挿入
する処置の際に記録された画像

動画

A．総論的課題（基本的問題）
日常生活の中における痰の吸引など、医療行為と生活行為（生活援助行
為）との中間にある行為についてどのように位置付け、その実施者をどの
ように考えていくか、三つの立場があり得る。
（１）従来通りの「医行為」としての位置付けを維持しながら、法的解釈
の柔軟化と条件付けにより、現実的かつ妥当な対応を行う。
（２）この中間的行為については、「医行為」ではなく、生活行為・生活
援助行為とする。
（３）この中間的な行為については、「医療的な要素をもつ生活援助行
為」として、従来の「医行為」とは区別される範疇の行為として新たに位
置付け、新たな枠組の中で、柔軟な望ましい在り方（実施者や条件）を検
討する。
私は、基本的には(3)の立場で、「医行為」とされているための不必要な限
定の枠を弊害が出ないように外しながら検討が進められていくのが望まし
いと考える。そして、この範疇の行為について、さらに、実質的な危険性
・困難性（実施者について言えば必要とされる専門性）によりグレード分
けし、これを横軸にしながら、一方で、本人（受け手）と実施者の関係性
を縦軸として、考え方を整理していくのが妥当であると考える。

第８回「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」提出
資料 委員 北住映二＜在宅での、ALS患者さん以外の場合の、たんの吸引＞の検討について

平成16年12月1日 より

３．「家族がおこなっている」ことの意味
医療的ケアを「家族がおこなっている」という中には、いくつかの本質的な意味があります。
①「家族でもできる」ということ：専門教育を受けていない人であっても、技術的には医療的
ケアを行うことが充分に可能であることを意味しています。
②「家族だからできる」ということ
医療的ケアを実施する場合に、そのケアの仕方や、それに関連することの判断や対処の仕
方は、それぞれの子どもの状態に応じて、判断や方法（こつ）、慣れが必要です。医師や看
護婦よりも、日常的なかかわりが深くその子のことを良く理解し信頼関係も深い家族のほう
が、上手に適切に、医療的・看護的な対処、医療的ケアができていることが、しばしばあり
ます。家族だからこそできている、その子との日常的な関係が深い人の方が、医療専門ス
タッフよりも適切に医療的な対応ができている、すなわち、「関係性が専門性を超える」状
況がしばしばあるのです。これは家族にとどまらず、担当教員、施設職員など、その子との
関係が深い人がかかわる場合も共通しています。ただし、このことは、専門スタッフの必要
性を否定するものではありません。（中略）医療専門スタッフに限定することを大前提にする
のでなく、「関係性」を重視し医療職の専門性も生かす「関係性と専門性の調和」（現村山養
護学校長飯野順子氏の表現）された取り組みをそれぞれの場の状況に応じて進めることが
必要です。
③「家族ならできる」ということ：家族が行うなら、医療的ケアの実施中に事故が起きても責
任を問われないことがほとんどです。しかし、家族でない人が行っていて事故が起きた場合
は、責任が問われることになるという、責任の問題があります。この問題にこだわっている
と前進がなく、どのように整理して考えられるかは後に述べますが、家族以外の人の実施
においては、このような責任の問題が厳然としてあることを確認しておく必要があります。

北住映二「問題の解決に向けて」（下川和洋編著『医療的ケアって大変なことなの？』 平成１２年６月ぶどう社刊）より















2010年12月26日
ホテルグランドヒル市ヶ谷にて

「私たちの望む医療的ケア全国集会」
東京大学大学院法学政治学研究科

樋口範雄

患者のための医療を実現するために

法と行政のあり方が問われ
ている

従来の法と行政

must とmust not の行政

義務→義務違反に対して制裁

これからの法と行政

may
法的義務を軽減し、自律を支援

「痰の吸引を家族が行うこと」を例にとって

これは医療倫理４原則にかなうか

nonmaleficence
(Do no harm, 無危害原則）

beneficence（善行原則）

autonomy（自己決定原則）

justice（配分的正義原則）

nonmaleficence (Do no harm, 無危害原則）

家族がやれる範囲の危険である

beneficence（善行原則）

それが患者のためになる

autonomy（自己決定原則）

まさに患者と家族が望むから

justice（配分的正義原則）

社会的にも正当化できるもの

それも、前述の４原則に反しない

nonmaleficence
(Do no harm, 無危害原則）

beneficence（善行原則）

autonomy（自己決定原則）

justice（配分的正義原則）



医療倫理原則に反しない行為が、法によってできないと
される？？？？？

法とは何か？

医師法第１７条 医師でなければ、
医業をなしてはならない。

医師法第３１条 次の各号のいずれ

かに該当する者は、３年以下の懲役
若しくは１００万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

一 第１７条の規定に違反した者

１ 患者の安全を守る？

２ 医業独占で医師の利益を守る？？

３ 医行為だからこそ行政も規制できる？？？

これこそは大事なことだが・・・

すでに家族にやれることだと認めている
違法性なし（違法性阻却）

それなら家族以外の非医療者でも可能
なはず

医師（看護師など医療資格を持つ者）の利益
を守るためとは表だっていえないはず

しかも、今回問題となっている、家族以外の
人たちは、別に医師や医療者と競合しようと
しているわけではない

まったく放置することの不安・無責任さ

しかし、医行為でなくとも規制は可能

例：インフルエンザでの注意呼びかけ

（病院に平均１人以上の患者）

例：うがい･手洗いの励行の呼びかけ

うがい･手洗いは医行為ではない

さらに、NICUなどでは義務づけも可能なはず



患者の安全を図るために、患者や家族が望まない規
制をする

「あなた方の安全は私（法・行政）が考える、考えてあ

げる」＝Paternalism

患者から見ると「ありがた迷惑」

医療的ケアは家族以外はしてはならない

家族以外がする場合でも、人・場所を限定し、一定の研
修を義務づける

いずれも、must not , must という発想

しかも、それに違反すると制裁

支援型の法はある

基本は患者と家族の

autonomy（自己決定）

どうやって、Do no harmを実現
するか

家族のできる医療的ケアについては、家族以外の人
（非医療者）が行っても、法に反しないと宣言する（違
法性なし）

May (してもよい）

★法律上は義務（must）ではない

◎もちろん実際には義務と同じだが（家族はせざるを
得ないから）、法的にはそうではない

★何らかの事故があった場合、訴訟や紛争を予期して
いない

◎法的には家族を訴えることは可能だが・・・、それは
想定していない

要するに、mustと制裁を予定していない

そこにはるのは mayだけ

１ 研修制度を用意したり、支援すること（勧奨）

（義務づけはしない）

２ 誰が医療的ケアをしているかの報告は義務づけ
報告先は担当医師・看護師

medical controlや医療と介護の連携

informed consentの存在の確認

３ 医療的ケアの実施者の法的責任を軽減

故意･重過失がない限り責任なし

４ 実施者への経済的支援（介護保険の加算など）



１医療的ケアをできる家族以外の人の限定

２医療的ケアのできる場の限定

３医療的ケアの中でできる行為の限定

４重い研修義務を課す

→多様な生活を送る患者の利益に沿わない結果となる

旧来型の発想を捨てること

真に患者の願いを実現する法にすること

患者のための医療を実現するために

法と行政のあり方が問われ
ている

従来の法と行政

must とmust not の行政

義務を作る→義務違反に対して制裁

これからの法と行政

may
法的義務を軽減し、自律を支援


